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廿 日 市 市 中 高 層 建 築 物 等 に 関 す る 指 導 要 綱  

 

                                     平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日  

                              告  示  第 ３ ０ 号  

 

                    改 正  平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日  告 示 第 ３ ６ 号  

                         平 成 ９ 年 ８ 月 １ 日   告 示 第 ６ ５ 号  

                         平 成 1 0 年 ４ 月 １ 日  告 示 第 ３ １ 号  

                         平 成 1 7 年 ６ 月 ９ 日  告 示 第 ９ ０ 号  

                         平 成 1 7 年 1 0 月 1 3 日  告 示 第 １ ３ ３ 号

平 成 1 9 年 ９ 月 2 8 日  告 示 第 １ ４ １ 号  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、廿 日 市 市 内 に お い て 行 わ れ る 中 高 層 建

築 物 、 集 合 住 宅 及 び 大 規 模 建 築 物 の 建 築 に 際 し 、 適 切 な 指

導 に 関 す る 事 項 を 定 め 、近 隣 住 民 と の 間 に 生 ず る 紛 争 を 未

然 に 防 止 す る と と も に 、地 域 住 民 の 居 住 環 境 を 良 好 に 保 全

す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ( 1 )  中 高 層 建 築 物  高 さ が １ ０ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物

を い う 。  

 ( 2 )  集 合 住 宅  計 画 戸 数 が １ ０ 戸 以 上 の 共 同 住 宅 又 は 長

屋 を い う 。  

 ( 3 )  大 規 模 建 築 物  延 べ 面 積 が １ ，０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以

上 の 建 築 物 を い う 。  

 ( 4 )  建 築 主 等  中 高 層 建 築 物 、集 合 住 宅 又 は 大 規 模 建 築 物

の 建 築 主 、 設 計 者 、 工 事 監 理 者 及 び 工 事 施 工 者 を い う 。 

２  前 項 第 １ 号 の 建 築 物 の 高 さ の 算 定 方 法 は 、次 に 定 め る と
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こ ろ に よ る 。  

 ( 1 )  地 盤 面 か ら の 高 さ に よ る 。た だ し 、階 段 室 、昇 降 機 塔 、

装 飾 塔 、 物 見 塔 、 屋 窓 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 の 屋

上 部 分 の 水 平 投 影 面 積 の 合 計 が 当 該 建 築 物 の 建 築 面 積

の ８ 分 の １ 以 内 の 場 合 に お い て は 、 そ の 部 分 の 高 さ は 、

５ メ ー ト ル ま で は 、 当 該 建 築 物 の 高 さ に 算 入 し な い 。  

 ( 2 )  棟 飾 、防 火 壁 の 屋 上 突 出 部 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 屋 上

突 出 物 は 、 当 該 建 築 物 の 高 さ に 算 入 し な い 。  

３  第 １ 項 第 ３ 号 の 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 算 定 方 法 は 、次 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  一 の 建 築 物 の 各 階 の 床 面 積 の 合 計 に よ る 。 た だ し 、 建

築 物 の 地 階 で そ の 天 井 が 地 盤 面 か ら の 高 さ １ メ ー ト ル 以

下 に あ る も の の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 （ 当 該

床 面 積 が 当 該 建 築 物 の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積

の 合 計 の ３ 分 の １ を 超 え る 場 合 に お い て は 、 当 該 建 築 物

の 住 宅 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の ３ 分 の １ ）

は 、 建 築 物 の 延 べ 面 積 に 算 入 し な い 。  

( 2 )  共 同 住 宅 の 共 用 の 廊 下 又 は 階 段 の 用 に 供 す る 部 分 の

床 面 積 は 、 建 築 物 の 延 べ 面 積 に 算 入 し な い 。  

( 3 )  自 動 車 車 庫 そ の 他 の 専 ら 自 動 車 又 は 自 転 車 の 停 留 又

は 駐 車 の た め の 施 設 （ 誘 導 車 路 、 操 車 場 所 及 び 乗 降 場 を

含 む 。 ） の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 （ 当 該 床 面 積 が 当

該 建 築 物 の 延 べ 面 積 の ５ 分 の １ を 超 え る 場 合 に お い て は 、

当 該 建 築 物 の 延 べ 面 積 の ５ 分 の １ ） は 、 建 築 物 の 延 べ 面

積 に 算 入 し な い 。  

４  第 ２ 項 第 １ 号 又 は 前 項 第 １ 号 の 「 地 盤 面 」 と は 、 建 築 物

が 周 囲 の 地 面 と 接 す る 位 置 の 平 均 の 高 さ に お け る 水 平 面

を い い 、そ の 接 す る 位 置 の 高 低 差 が ３ メ ー ト ル を 超 え る 場

合 に お い て は 、そ の 高 低 差 ３ メ ー ト ル 以 内 ご と の 平 均 の 高

さ に お け る 水 平 面 を い う 。  
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５  第 ２ 項 第 １ 号 の 水 平 投 影 面 積 の 算 定 方 法 は 、建 築 基 準 法

施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号

の 建 築 面 積 の 算 定 方 法 に よ る も の と す る 。  

 （ 適 用 を 受 け る 範 囲 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ き 確 認 の 申 請 を 必 要 と す

る 場 合 で 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 業 に 適 用 す る 。 

 ( 1 )  中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 事 業  

 ( 2 )  集 合 住 宅 の 建 築 に 係 る 事 業  

 ( 3 )  大 規 模 建 築 物 の 建 築 に 係 る 事 業  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る も の に つ い て は 、 こ の 要 綱 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

 ( 1 )  都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １

項 第 ９ 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 臨 港 地 区 （ 下 平 良 二 丁

目 を 除 く 。 ） に お け る 事 業  

 ( 2 )  都 市 計 画 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ た

宮 内 工 業 団 地 地 区 地 区 計 画 の 区 域 の う ち 地 区 整 備 計 画

が 定 め ら れ た 区 域 に お け る 事 業  

 ( 3 )  増 築 を し よ う と す る 場 合 で 、当 該 増 築 に 係 る 部 分 が 次

に 掲 げ る す べ て の 事 項 に 該 当 す る も の  

  ア  高 さ が １ ０ メ ー ト ル 以 下  

  イ  共 同 住 宅 又 は 長 屋 の 場 合 は 戸 数 が １ ０ 戸 未 満  

  ウ  延 べ 面 積 が １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満  

 ( 4 )  国 又 は 地 方 公 共 団 体 等 の 建 築 物  

 （ 建 築 主 等 の 責 務 ）  

第 ４ 条  建 築 主 等 は 、 前 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 （ 以 下

「 建 築 物 」 と い う 。 ） が 及 ぼ す 日 影 に つ い て 近 隣 住 民 と 十

分 話 合 い を 行 い 、紛 争 の 未 然 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２  建 築 主 等 は 、 建 築 物 に よ る 電 波 障 害 に つ い て 調 査 し 、 電

波 障 害 が 生 じ る と き 、 生 じ る 恐 れ の あ る と き 、 又 は 生 じ た
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と き に は 、 関 係 者 と 協 議 の 上 、 適 切 な 措 置 を 講 じ な け れ ば

な ら な い 。  

３  建 築 主 等 は 、 工 事 に 起 因 す る 騒 音 、 振 動 、 砂 じ ん 、 家 屋

の 破 損 等 に 関 す る 近 隣 住 民 の 苦 情 等 に つ い て は 、建 築 主 等

の 責 に よ り 適 切 に 解 決 し な け れ ば な ら な い 。  

４  建 築 主 等 は 、 前 各 項 に 掲 げ る も の の ほ か 、 建 築 物 が 周 辺

の 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て 調 査 し 、近 隣 住 民 等 の 居 住 環

境 の 保 全 及 び 紛 争 の 未 然 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

  （ 建 築 計 画 の 届 出 ）  

第 ５ 条  建 築 主 は 、法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請

書 （ 以 下 「 確 認 申 請 書 」 と い う 。 ） 又 は 同 法 に 基 づ く 建 築

許 可 申 請 書 （ 以 下 「 許 可 申 請 書 」 と い う 。 ） を 提 出 し よ う

と す る 日（ 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 許 可 申

請 書 に あ っ て は 、 確 認 申 請 書 を 提 出 し よ う と す る 日 ） の １

０ 日 前 ま で に 、建 築 計 画 届 出 書（ 別 記 様 式 第 １ 号 。以 下「 届

出 書 」 と い う 。 ） ２ 部 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  届 出 書 に は 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。 た

だ し 、 建 築 物 が 中 高 層 建 築 物 に 該 当 し な い と き は 、 ( 5 ) 及

び ( 6 )の 図 書 は 省 略 す る こ と が で き る 。  

 ( 1 )  図 面（ 付 近 見 取 図 、配 置 図 、平 面 図 、立 面 図 及 び 雨 水 ・

汚 水 排 水 計 画 平 面 図 と す る 。 ）  

 ( 2 )  誓 約 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ）  

 ( 3 )  第 ６ 条 の 規 定 に よ る 標 識 を 設 置 し た こ と を 証 す る 写

  真  

 ( 4 )  第 ７ 条 の 規 定 に よ る 事 前 説 明 に つ い て の 説 明 会 開 催

等 結 果 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） 及 び 説 明 し た 範 囲 、 近

隣 住 民 等 を 示 し た 付 近 見 取 図  

 ( 5 )  日 影 図  

 ( 6 )  電 波 障 害 予 想 図  

 ( 7 )  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の  
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３  市 長 は 、届 出 書 の 提 出 が あ っ て も な お 必 要 と 認 め る 場 合

は 、 建 築 主 等 に 対 し 、 再 度 説 明 会 を 開 催 し 、 そ の 報 告 書 又

は 近 隣 住 民 等 の 同 意 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。こ の

場 合 、 建 築 主 等 は 、 再 度 説 明 会 を 開 催 し 、 説 明 会 開 催 等 結

果 報 告 書 又 は 当 該 同 意 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 標 識 の 設 置 ）  

第 ６ 条  建 築 主 等 は 、 建 築 物 の 規 模 、 構 造 、 用 途 等 建 築 計 画

の 概 要 を 近 隣 住 民 等 に 周 知 さ せ る た め 、確 認 申 請 書 又 は 許

可 申 請 書 を 提 出 し よ う と す る 日（ 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 た だ し

書 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 に あ っ て は 、確 認 申 請 書 を 提 出

し よ う と す る 日 ） の ３ ０ 日 前 ま で に 、 標 識 （ 別 記 様 式 第 ４

号 ）を 建 築 予 定 地 の 見 や す い 場 所 に 設 置 し な け れ ば な ら な

い 。 な お 、 当 該 標 識 は 、 工 事 が 完 了 す る ま で 取 り 外 し て は

な ら な い も の と す る 。  

 （ 事 前 説 明 ）  

第 ７ 条  建 築 主 等 は 、前 条 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た 場 合 、

速 や か に 近 隣 住 民 等 に 対 し 、次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 事 前

に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  建 築 物 の 規 模 、 構 造 、 用 途 等 建 築 計 画 の 概 要  

 ( 2 )  建 築 工 事 の 工 期 及 び 作 業 方 法 等  

 ( 3 )  工 事 中 の 危 害 の 防 止 策  

 ( 4 )  日 照 、電 波 障 害 そ の 他 建 築 物 の 建 築 に 伴 い 周 辺 環 境 に

及 ぼ す 影 響 及 び そ の 対 策  

２  建 築 主 等 は 、近 隣 住 民 等 か ら 説 明 会 の 開 催 を 求 め ら れ た

と き は 、 速 や か に こ れ を 開 催 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 計 画 の 変 更 ）  

第 ８ 条  建 築 主 は 、届 出 書 の 提 出 後 工 事 が 完 了 す る ま で に 計

画 の 変 更 が 生 じ た 場 合 、第 ６ 条 の 規 定 に よ り 設 置 し て い る

標 識 の 備 考 欄 に 変 更 年 月 日 及 び 変 更 内 容 を 記 入 し 、そ の 写
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真 及 び 変 更 内 容 を 示 す 図 書 を 添 え た 建 築 計 画 変 更 届 出 書

（ 別 記 様 式 第 １ 号 。以 下「 変 更 届 出 書 」と い う 。）２ 部 を 、

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 変 更 届 出 書 の 内 容

が 重 要 な 変 更 と 認 め る 場 合 、 再 度 、 近 隣 住 民 等 に 対 す る 説

明 会 を 開 催 さ せ 、 そ の 報 告 を 求 め る も の と す る 。  

 （ 工 事 取 り や め 届 ）  

第 ９ 条  建 築 主 は 、 届 け 出 た 建 築 の 工 事 を 取 り や め た 場 合 、

工 事 取 り や め 届 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 （ 施 設 の 整 備 等 ）  

第 １ ０ 条  建 築 主 等 は 、 施 設 の 整 備 等 に つ い て 、 次 に 掲 げ る

事 項 に 基 づ く も の と す る 。  

 ( 1 )  路 上 駐 車 防 止 の た め 、必 要 に 応 じ た 数 の 車 両 が 収 容 で

き る 駐 車 場 及 び 駐 輪 場 を 確 保 す る こ と 。  

 ( 2 )  環 境 保 全 の た め 緑 地 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

 ( 3 )  集 合 住 宅 の 建 築 に 係 る 事 業 の 場 合 、届 出 書 の 提 出 ま で

に 市 長 と 協 議 し 、 ご み 処 理 に 必 要 な ご み 収 集 施 設 を 確 保

す る こ と 。  

 ( 4 )  中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 事 業 の 場 合 、届 出 書 の 提 出

ま で に 消 防 長 及 び 関 係 機 関 と 協 議 し 、 は し ご 付 消 防 ポ ン

プ 自 動 車 の 進 入 、 架 梯 等 の 消 防 活 動 が 可 能 な 道 路 及 び 空

地 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

 ( 5 )  排 水 施 設 の 整 備 は 、市 公 共 下 水 道 計 画 に 整 合 す る よ う

努 め る こ と 。  

 ( 6 )  敷 地 内 に 新 設 又 は 改 良 を 要 す る 道 路 が あ る 場 合 は 、そ

の 計 画 に 整 合 す る よ う 努 め る こ と 。  

 （ 届 出 等 の 緩 和 ）  

第 １ １ 条  都 市 計 画 区 域 内 で 用 途 地 域 の 指 定 の な い 区 域 内

（ 市 街 化 調 整 区 域 を 除 く 。 ） 及 び 都 市 計 画 区 域 外 に お け る
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事 業 に つ い て は 、第 ５ 条 及 び 第 ７ 条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規 定

は 適 用 し な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、同 項 の 事 業 に つ い て 近 隣 住 民

等 か ら 説 明 又 は 説 明 会 の 開 催 を 求 め ら れ た と き は 、第 ５ 条

及 び 第 ７ 条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規 定 を 適 用 す る 。こ の 場 合 に

お い て 、 第 ５ 条 第 １ 項 中 「 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 確

認 の 申 請 書 （ 以 下 「 確 認 申 請 書 」 と い う 。 ） 又 は 同 法 に 基

づ く 建 築 許 可 申 請 書 （ 以 下 「 許 可 申 請 書 」 と い う 。 ） を 提

出 し よ う と す る 日（ 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ

る 許 可 申 請 書 に あ っ て は 、確 認 申 請 書 を 提 出 し よ う と す る

日 ） の １ ０ 日 前 ま で に 」 と あ り 、 及 び 第 ７ 条 第 １ 項 中 「 前

条 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た 場 合 、 速 や か に 」 と あ る の

は 「 速 や か に 」 と す る 。  

 （ 要 綱 の 遵 守 ）  

第 １ ２ 条  建 築 主 等 は 、こ の 要 綱 を 遵 守 す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、市 長 が 定 め

る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 等 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 前 に 工 事 を 施 行 中 の 建 築 物 並 び に 廿 日

市 市 開 発 指 導 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示（ 平 成 ２ 年 告 示 第

２ ８ 号 ）に よ る 改 正 前 の 廿 日 市 市 開 発 指 導 要 綱 に 基 づ き 協

議 を 終 え た 建 築 物 及 び 事 前 協 議 中 の 建 築 物 に つ い て は 、な

お 従 前 の 例 に よ る 。   

３  大 野 町 の 編 入 の 日 前 に 旧 大 野 町 建 築 事 業 指 導 要 綱（ 昭 和

５ ６ 年 大 野 町 告 示 第 ８ 号 。以 下「 旧 大 野 町 要 綱 」と い う 。）
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の 規 定 に よ り 事 前 協 議 が な さ れ て い る 建 築 行 為 の う ち 、第

３ 条 に 該 当 す る も の に つ い て は 、旧 大 野 町 要 綱 の 例 に よ る 。 

   附  則 （ 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 告 示 第 ３ ６ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ９ 年 ８ 月 １ 日 告 示 第 ６ ５ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 ９ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 告 示 第 ３ １ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ７ 年 ６ 月 ９ 日 告 示 第 ９ ０ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 １ ７ 年 ６ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 告 示 第 １ ３ ３ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 １ ７ 年 １ １ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ９ 年 ９ 月 ２ ８ 日 告 示 第 １ ４ １ 号 ）  

 こ の 告 示 は 、 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


